
 

企業の健全な水循環の取組に関する有識者会議の開催について 

 

令 和 ４ 年 １ １ 月 ２ ２ 日 

内閣官房水循環政策本部事務局長決定 

 

１．趣旨  

平成 26 年に水循環基本法が制定され、事業者の責務についても規定され、企業においても

健全な水循環の取組を行うことが求められている。また、気候変動関連の動向等を踏まえ、

水への取組に関心を有する企業も増えてきている。これらを踏まえ、企業の健全な水循環の

取組をサポートする取組について意見を聴取することを目的として、「企業の健全な水循環の

取組に関する有識者会議（以下「会議」という。）」を開催する。 

 

２．構成 

（１）会議の構成は、別紙のとおりとする。  

（２）会議は、必要に応じ、関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。 

 

３．庶務 

会議の庶務は、関係行政機関の協力を得て、内閣官房水循環政策本部事務局において処理

する。 

 

 

 

資料１ 



 

 

企業の健全な水循環の取組に関する有識者会議 

構成員名簿 

 

育野 望   栗田工業株式会社国内営業本部ソリューション推進部門 

ウォーターソリューション推進部長 

加嶋 雄一郎 キッコーマン株式会社経営企画部長代理 

木場 弘子  フリーキャスター、千葉大学客員教授 

後藤 郁雄  株式会社 UACJ 経営戦略本部長付 

田部 岳史  富士フイルム九州株式会社取締役執行役員総務部長 

千葉 知世  大阪公立大学大学院現代システム科学研究科 

                         現代システム科学専攻准教授 

辻村 真貴  筑波大学生命環境系教授 

永田 努   熊本市環境局環境推進部長 

中屋 眞司  信州大学工学部特任教授・名誉教授 

丸山 竜一郎 コカ･コーラ ボトラーズジャパン株式会社経営改革本部 

CSV 推進部長 

吉田 広人  八千代エンジニヤリング株式会社事業開発本部第一開発室 

サステナビリティサービス課長 

 

 （敬称略、五十音順） 

（座長） 

別紙 


